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1.
研
究
の
目
的

　

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
に
は

人
口
が
減
少
に
転
じ
、
今
後
も
一
層
の
少
子

高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
本
格
的
な
人
口
減

少
社
会
が
到
来
す
る
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
。

人
口
減
少
に
よ
り
労
働
力
人
口
が
大
幅
に
減

少
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
経
済
成
長
に
と
っ

て
制
約
・
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
に
対

し
て
指
示
し
た
第
二
期

中
期
目
標
期
間
（
平
成

一
九
〜
二
三
年
度
）
に

お
け
る
労
働
政
策
の
課

題
に
係
る
調
査
研
究
テ

ー
マ
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

研
究
）
の
一
つ
と
し
て

「
人
口
減
少
下
に
お
け

る
全
員
参
加
型
社
会
の

在
り
方
に
関
す
る
調
査

研
究
」
が
示
さ
れ
、
当

機
構
の
雇
用
戦
略
部
門

に
お
い
て
、
同
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
研
究
を
立
ち
上

げ
、
労
働
力
人
口
の
減

少
を
抑
え
、
経
済
社
会

の
活
力
を
維
持
・
増
進

で
き
る
よ
う
、
高
齢
者
、

女
性
、
若
者
等
す
べ
て

の
人
の
意
欲
と
能
力
を

最
大
限
発
揮
で
き
る
よ

う
な
環
境
整
備
の
あ
り

方
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

　

と
く
に
、
団
塊
の
世
代
が
二
〇
〇
七
年
よ

り
六
〇
歳
を
迎
え
、
定
年
到
達
者
が
大
幅
に

増
え
、
二
〇
一
二
年
に
は
六
五
歳
に
到
達
し

始
め
る
な
ど
、
高
齢
者
の
能
力
を
活
用
す
る

た
め
の
取
り
組
み
を
早
急
に
進
め
る
必
要
が

あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
で
は
、

サ
ブ
研
究
と
し
て
「
高
齢
者
の
就
労
促
進
に

関
す
る
研
究
」
を
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
先
行

し
、
高
齢
者
が
そ
の
意
欲
と
能
力
を
発
揮
で

き
、
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
働
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
環
境
整
備
の
在
り
方
に
つ
い
て

研
究
を
行
う
こ
と
と
し
た
（
研
究
会
参
加
者
は
付

注
１
を
参
照
）。

　

他
方
、
わ
が
国
の
高
齢
者
の
就
業
率
は
長

期
的
に
は
低
下
が
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
高

齢
者
の
就
業
増
加
を
図
る
た
め
に
は
、
高
齢

者
の
就
業
率
の
変
動
要
因
を
分
析
し
、
そ
れ

に
対
す
る
処
方
箋
を
探
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
本
サ
ブ
研
究
で
は
、
二
〇

〇
七
年
度
は
、
厚
生
労
働
省
や
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ

等
の
既
存
の
利
用
可
能
な
最
新
の
高
齢
者
に

関
す
る
調
査
の
再
分
析
を
中
心
に
、
高
年
齢

者
の
就
業
・
引
退
行
動
の
要
因
、
高
年
齢
者

雇
用
に
関
す
る
企
業
の
雇
用
管
理
等
と
高
齢

者
の
雇
用
状
況
と
の
関
係
等
を
幅
広
く
分
析

し
、
高
齢
者
の
就
業
率
の
変
動
要
因
を
明
ら

か
に
し
、
高
齢
者
の
就
業
率
の
向
上
を
図
る

た
め
の
環
境
整
備
の
課
題
を
探
る
こ
と
と
し

た
。

　

従
っ
て
、
二
〇
〇
七
年
度
の
「
高
齢
者
の

就
業
実
態
に
関
す
る
研
究
」
は
、
い
わ
ば
、

事
実
の
発
見
と
課
題
の
整
理
を
行
っ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
報
告
書
は
「
高
齢

者
の
就
労
促
進
に
関
す
る
研
究
」
の
中
間
報

告
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
八

年
度
は
、
本
結
果
等
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
就

業
の
実
態
分
析
、
個
別
論
点
等
の
詳
細
な
分

析
、
高
齢
者
が
意
欲
と
能
力
が
あ
れ
ば
、
年

齢
に
か
か
わ
り
な
く
働
け
る
よ
う
な
環
境
整

備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
予
定
し
て

い
る
。

2.
本
報
告
書
の
構
成
と

概
要

　

高
齢
者
の
就
業
・
引
退
行
動
、
就
業
希
望
・

意
識
は
、
年
齢
、
年
金
等
の
非
勤
労
所
得
、

健
康
状
態
、
本
人
の
就
業
経
歴
、
家
族
状
況
、

地
域
要
因
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

高
齢
者
の
賃
金
額
や
労
働
時
間
や
就
業
意
識

等
も
こ
う
し
た
要
因
が
影
響
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
他
方
、
高
齢
者
の
就
業
・
非
就

業
に
は
、
社
会
の
制
度
・
慣
行
、
産
業
・
職

業
構
造
、
経
済
・
雇
用
情
勢
、
企
業
の
人
事

雇
用
管
理
の
動
向
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え

高
齢
者
雇
用
の
現
状
と
課
題

　

「
高
齢
者
の
就
業
実
態
に
関
す
る
研
究―

高
齢
者
の
就
労
促
進
に
関
す
る
研
究
中
間
報
告
」
か
ら
の
示
唆

　

統
括
研
究
員　

藤
井　

宏
一
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ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
齢
者
の
就
業
決

定
に
つ
い
て
は
、
労
働
力
供
給
側
、
需
要
側

双
方
の
要
因
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

そ
こ
で
、
本
報
告
書
で
は
、
ま
ず
、
労
働

力
供
給
側
の
分
析
と
し
て
、「
第
１
章　

男
性

高
齢
者
の
就
業
決
定
の
規
定
要
因
と
そ
の
変

化
：
一
九
八
〇
〜
二
〇
〇
四
」
で
、
長
期
的

に
み
た
男
性
高
齢
者
の
就
業
率
の
規
定
要
因

に
つ
い
て
分
析
し
、
男
性
労
働
力
供
給
の
全

体
的
・
長
期
的
な
動
向
の
整
理
を
行
っ
た
。

本
章
は
、
供
給
分
析
の
総
論
に
あ
た
る
。
そ

の
上
で
、
第
２
章
か
ら
第
４
章
で
は
、
今
後

の
労
働
力
供
給
を
考
え
る
上
で
重
要
と
思
わ

れ
る
、
い
く
つ
か
の
観
点
（
就
業
意
欲
、
制

度
改
革
、
女
性
）
に
着
目
し
て
、
分
析
を
行

っ
た
。

　

次
に
労
働
力
需
要
側
の
分
析
は
、
特
に
改

正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
施
行
以
降
の
企
業

の
雇
用
管
理
と
継
続
雇
用
の
関
連
に
着
目
し

て
分
析
を
行
っ
た
。
第
５
章
、
第
６
章
は
既

存
の
調
査
を
も
と
に
現
状
と
課
題
の
整
理
を

行
っ
た
。
第
７
章
は
、
労
働
力
供
給
側
の
分

析
で
あ
る
が
、
企
業
の
継
続
雇
用
制
度
の
取

組
状
況
（
労
働
需
要
側
）
と
高
齢
者
の
就
業

決
定
を
関
連
さ
せ
て
分
析
を
行
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
総
論
に
あ
た
る
第
１
章
、
Ｊ

Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
最
新
の
調
査
の
分
析
（
第
２
章
、

第
３
章
、
第
７
章
等
）
を
中
心
に
概
要
を
紹

介
す
る
。

3.
各
章
の
主
要
分
析
結
果

　
（
１
）「
第
１
章　

男
性
高
齢
者
の
就
業
決

定
の
規
定
要
因
と
そ
の
変
化
：
一
九
八
〇
〜

二
〇
〇
四
」

　

本
章
で
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
高
年
齢
者

就
業
実
態
調
査
」（
一
九
八
〇
、
一
九
八
八
、

一
九
九
二
、
一
九
九
六
、
二
〇
〇
〇
、
二
〇

〇
四
年
）
の
個
人
票
デ
ー
タ
を
用
い
、
各
年

代
に
お
け
る
六
〇
歳
代
の
男
性
高
齢
者
に
お

け
る
就
業
決
定
の
規
定
要
因
を
明
ら
か
に
し

た
う
え
で
、
時
代
と
と
も
に
各
要
因
の
影
響

の
変
化
も
考
察
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
計
量
分
析
に
よ
っ
て
、
年

齢
、
市
場
賃
金
率
（
個
人
が
市
場
で
得
ら
れ

る
時
間
当
た
り
賃
金
）、
職
業
経
歴
、
定
年

経
験
、
健
康
、
年
金
制
度
、
家
族
構
成
要
因
、

マ
ク
ロ
経
済
環
境
（
首
都
圏
ダ
ミ
ー
）
な
ど

の
要
因
が
男
性
高
齢
者
の
就
業
行
動
（
就
業

確
率
）
に
与
え
る
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
う

え
で
、
時
代
と
と
も
に
各
要
因
の
変
化
に
つ

い
て
も
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
①
年
金
、

②
市
場
賃
金
率
、
③
定
年
経
験
、
④
加
齢
効

果
の
就
業
の
確
率
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、

仮
説
検
証
を
行
っ
た
。

　

分
析
の
結
果
明
ら

か
と
な
っ
た
点
と
そ

の
政
策
含
意
と
し
て

は
、
以
下
の
よ
う
に

整
理
で
き
る
（
上
記
①
〜
④
は
仮
説
ど
お
り

の
結
果
と
な
っ
た
）。

　

①
ど
の
年
代
に
お
い
て
も
、
年
金
受
給
額

が
高
い
ほ
ど
就
業
確
率
は
低
く
な
る
。
た
だ

し
、
近
年
に
な
る
ほ
ど
そ
の
影
響
は
小
さ
く

な
る
（
第
１
図
①
）。

　

政
策
的
含
意
と
し
て
は
、
高
齢
者
の
就
業

を
さ
ら
に
促
進
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
年

金
制
度
の
改
革
が
求
め
ら
れ
る
。
と
く
に
厚

生
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、

よ
り
就
業
を
抑
制
し
な
い
方
向
で
の
改
革
が

必
要
で
あ
る
。

　

②
市
場
賃
金
率
が
高
い
ほ
ど
就
業
確
率
は

高
く
な
る
。
こ
う
し
た
市
場
賃
金
率
の
影
響

は
、
六
〇
歳
代
後
半
の
ほ
う
が
六
〇
歳
代
前

半
よ
り
大
き
い
（
第
１
図
②
）。

　

政
策
的
含
意
と
し
て

は
、
男
性
高
齢
者
の
就

業
を
促
進
す
る
た
め
、

市
場
賃
金
率
を
上
昇
さ

せ
る
政
策
が
求
め
ら
れ

る
。
在
職
老
齢
年
金
制

度
の
改
正
に
よ
っ
て
、

一
律
二
割
減
額
の
廃
止

は
市
場
賃
金
率
を
上
昇

さ
せ
る
効
果
を
持
つ
。

在
職
老
齢
年
金
制
度
の

改
革
は
、
賃
金
の
引
き

下
げ
効
果
を
な
く
す
面

で
も
就
業
確
率
を
高
め

る
と
期
待
さ
れ
る
。
ま

た
、
男
性
高
齢
者
に
お

け
る
人
的
資
本
の
活
用

や
人
的
資
本
の
再
投
資

も
重
要
で
あ
る
。
高
齢

者
個
人
向
け
の
公
的
職

業
教
育
訓
練
政
策
は
、

今
後
の
重
要
な
課
題
で

第１図①　 厚生年金受給額に対する就業確率の変化の
推移

第１図②　賃金率に対する就業確率変化の推移

資料出所： 『高年齢者就業実態調査』（1980、1988、1992、1996、2000、
2004）より計算。

注：厚生年金受給額が１カ月１万円上昇した時の就業確率の変化

資料出所： 『高年齢者就業実態調査』（1980、1988、1992、1996、2000、
2004）より計算。

第１図③　定年経験要因による就業確率の変化

　　　　　　
資料出所： 『高年齢者就業実態調査』（1980、1988、1992、1996、2000、2004）より計算。
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あ
る
し
、
企
業
に
対
す
る
高
齢
者
の
教
育
訓

練
援
助
金
政
策
も
検
討
す
る
価
値
が
あ
ろ
う
。

　

③
ど
の
年
代
に
お
い
て
も
、
定
年
を
経
験

し
た
場
合
、
就
業
確
率
が
低
く
な
る
。
た
だ

し
、
近
年
に
な
る
ほ
ど
そ
の
影
響
は
小
さ
く

な
る
（
第
１
図
③
）。

　

政
策
的
含
意
と
し
て
は
、
労
働
需
要
側
の

雇
用
制
度
が
高
齢
者
就
業
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
従
来
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。
定
年

制
度
の
廃
止
は
今
後
の
重
要
な
検
討
課
題
で

あ
る
。

　

④
加
齢
効
果
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
年

齢
の
上
昇
と
と
も
に
就
業
確
率
は
低
く
な
る
。

こ
う
し
た
加
齢
効
果
は
、
六
〇
歳
代
後
半
の

ほ
う
が
六
〇
歳
代
前
半
よ
り
大
き
い
（
第
１

図
④
）。

　

⑤
健
康
は
就
業
確
率
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
。
健
康
で
あ
る
こ
と
は
就
業
に
プ
ラ
ス

の
影
響
を
与
え
る
。
ま
た
、
健
康
が
男
性
高

齢
者
の
就
業
に
与
え
る
影
響
は
、
時
代
に
か

か
わ
ら
ず
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
（
第
１
図
⑤
）。

　

⑥
高
齢
就
業
者
の
う
ち
、
五
五
歳
時
点
で

の
専
門
技
術
職
者
と
管
理
職
者
の
よ
う
な
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
職
業
者
の
み
な
ら
ず
、
他
の

職
業
に
つ
い
て
い
た
高
齢
就
業
者
の
割
合
が
、

近
年
に
な
る
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
（
第
１
図

⑥
）。
高
齢
者
就
業
の
職
域
が
広
が
っ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

政
策
的
含
意
と
し
て
は
、
今
後
、
中
高
齢

者
向
き
の
職
業
政
策
の
必
要
性
も
高
ま
る
と

考
え
ら
れ
る
。
職
業
キ
ャ
リ
ア
の
支
援
政
策
、

公
的
職
業
教
育
訓
練
政
策
が
重
要
で
あ
る
。

　

⑦
近
年
に
な
る
ほ
ど
、
五
五
歳
時
点
で
の

大
企
業
（
・
官
公
庁
）
及
び
小
企
業
で
の
就

業
経
歴
は
、
六
〇
歳
代
の
男
性
高
齢
者
の
就

業
に
プ
ラ
ス
の
影
響
を
与
え
て
お
り
、
中
企

業
で
の
高
齢
者
の
就
業
確
率
は
相
対
的
に
低

い
（
第
１
図
⑦
）。

　

政
策
的
含
意
と
し
て
は
、
大
企
業
及
び
小

企
業
で
の
高
齢
者
就
業
の
促
進
と
と
も
に
、

中
企
業
（
一
〇
〇
〜
九
九
九
人
）
に
お
い
て
、

高
齢
者
就
業
促
進
政
策
の
実
施
面
の
問
題
あ

る
い
は
、
企
業
需
要
側
の
要
因
を
検
討
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
（
２
）「
第
２
章　

六
〇
歳
定
年
以
降
に
お

け
る
雇
用
・
不
雇
用
の
分
岐
点―

「
自
己
選

別
」に
よ
る
雇
用
可
能
性
の
事
前
診
断
」

　

本
章
で
は
、
雇
用
・
不
雇
用
の
選
抜
が
あ

る
と
い
う
現
状
を
前
提
と
し
て
、
企
業
で
働

く
高
年
齢
従
業
員
が
六
〇
歳
以
降
も
働
き
続

け
る
と
い
う
選
択
肢
を
選
び
、
ま
た
そ
の
希

望
が
実
際
に
実
現
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、

人
的
資
源
管
理
上
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
視

点
が
必
要
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
「『
団
塊
の
世
代
』
の

就
業
と
生
活
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
す
る
調
査
」

（
二
〇
〇
六
年
）
の
本
人
調
査
デ
ー
タ
を
用

い
て
、
六
〇
歳
以
降
の
就
業
希
望
・
実
現
可

能
と
考
え
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
の
間
の
人

的
資
源
の
相
違
点
等
を
分
析
す
る
こ
と
で
検

討
し
た
。
主
な
分
析
結
果
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
（
第
１
表
）。

（
ａ
）
六
〇
歳
以
降
の
就
業
希
望
及
び
就
業

実
現
可
能
性
の
全
般
的
な
傾
向
に
つ
い
て

　

１
）
リ
ス
ト
ラ
は
、
就
業
意
欲
全
体
に
負

の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
企
業
の
施
策
で
、

六
〇
歳
以
降
の
就
業
意
欲
が
減
退
さ
れ
ら
れ

第１図④　加齢効果による就業確率の推移

資料出所： 『高年齢者就業実態調査』（1980、1988、1992、1996、2000、2004）より計算。

第 1図⑤　健康要因による就業確率の推移

第 1図⑥　職業要因の影響（就業確率の変化）の推移
60 ～ 69 歳

第 1図⑦　企業規模要因の影響（就業確率の変化）の推移
60 ～ 69 歳

資料出所： 『高年齢者就業実態調査』（1980、1988、1992、1996、2000、2004）より計算。

資料出所： 『高年齢者就業実態調査』（1980、1988、1992、1996、2000、2004）より計算。
注：職業は 55 歳時点の職業（雇用者）

資料出所： 『高年齢者就業実態調査』（1980、1988、1992、1996、2000、2004）より計算。
注：企業規模は 55 歳時点の企業規模（雇用者）
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る
点
、
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

　

２
）
多
く
の
人
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
仕

事
に
従
事
し
、
体
得
し
て
き
た
知
識
や
技
能

を
活
か
し
て
働
き
た
い
と
考
え
て
い
る
（
就

業
希
望
、
就
業
実
現
可
能
性
も
有
意
に
正
の

影
響
）。

（
ｂ
）
就
業
希
望
と
就
業
実
現
（
可
能
性
）

と
の
間
の
障
壁
に
つ
い
て

　

１
）
就
業
・
不
就
業
の
自
発
的
選
択
は
、

老
親
等
の
面
倒
や
介
護
が
必
要
と
い
う
家
庭

事
情
が
背
景
。

　

２
）
雇
用
・
不
雇
用
の
分
岐
点
は
、
本
人

の
人
的
資
源
の
特
性
に
よ
る
。

　

ⅰ
）
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
や
職
人
タ
イ
プ
で
、

現
企
業
で
の
就
業
実
現
可
能
性
が
高
い
と
考

え
て
お
り
、
特
定
分
野
や
担
当
職
能
に
関
す

る
高
い
職
務
能
力
を
体
得
し
て
い
る
か
否
か

が
、
分
岐
点
。

　

ⅱ
）
企
業
の
就
業
を
実
現
で
き
る
と
思
っ

て
い
る
人
は
、
計
画
的
で
堅
実
な
経
済
生
活

を
送
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
（「
高
年
齢
者

雇
用
安
定
法
改
正
に
よ
る
六
〇
歳
以
上
の
雇

用
可
能
性
に
関
す
る
認
識
」
を
持
ち
、「
老
後

の
た
め
の
資
金
目
標
を
た
て
て
既
に
目
標
達

成
」、「
公
的
年
金
の
受
給
金
額
を
知
っ
て
い

る
」
人
は
、
現
企
業
で
の
就
業
実
現
可
能
性

で
有
意
な
正
の
影
響
が
み
ら
れ
る
）。

　

つ
ま
り
、
定
年
時
で
は
な

く
、
定
年
に
到
達
す
る
ま
で

の
長
い
職
業
キ
ャ
リ
ア
を
ど

れ
だ
け
計
画
的
に
堅
実
に
歩

ん
で
い
る
か
、
ま
た
そ
う
し

た
志
向
性
を
持
っ
て
い
る
か

が
、
分
岐
点
と
言
え
る
。

（
ｃ
）自
己
選
別
の
始
動（
雇

用
・
不
雇
用
の
分
岐
点
の
把

握
・
確
定
）

　

現
企
業
で
長
期
間
勤
め
る

中
で
、
そ
の
企
業
の
評
価
基

準
と
自
分
の
状
況
を
照
ら
し

合
わ
せ
て
、
六
〇
歳
以
降
の

雇
用
可
能
性
の
事
前
診
断
が

可
能
と
な
り
、
自
己
選
別
が

行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
就
業
実
現
可
能
性
が
高
い

と
確
認
し
た
場
合
に
は
就
業

希
望
を
企
業
側
に
表
明
し
、

最
終
的
に
雇
用
継
続
、
就
業

実
現
に
対
す
る
障
壁
に
気
づ

い
た
な
ら
ば
、
就
業
希
望
を

表
明
せ
ず
、最
終
的
に
引
退
）。

（
ｄ
）
現
企
業
以
外
で
の
就

業
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て

　

現
企
業
以
外
で
の
就
業
を

実
現
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

転
職
経
験
が
多
い
人
や
多
職

能
型
キ
ャ
リ
ア
の
人
で
高
い
（
有
意
に
正
の

影
響
）
が
、
こ
の
結
果
は
、
本
人
の
認
識
で

あ
り
、
就
業
を
実
現
で
き
る
と
思
っ
て
も
、

「
思
い
違
い
」
の
可
能
性
も
あ
る
。
高
年
齢

期
の
転
職
は
、
従
前
の
企
業
の
支
援
に
よ
り

従
前
企
業
と
の
取
引
や
人
的
つ
な
が
り
が
あ

る
企
業
へ
と
移
動
す
る
（
企
業
と
の
強
い
紐

帯
（strong-tie

）
を
利
用
）
場
合
が
多
い

と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
企
業
側
は
高
年
齢
転

職
者
に
「
職
能
の
専
門
能
力
」
や
「
管
理
・

折
衝
能
力
」
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

企
業
と
の
長
期
的
な
関
係
の
中
で
強
い
紐
帯

を
利
用
で
き
る
人
や
、
高
度
な
職
務
能
力
を

体
得
で
き
た
人
が
、
他
企
業
へ
の
転
職
や
独

立
創
業
を
す
る
場
合
で
も
有
利
な
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
多
く
の
人
が
雇
用
継

続
を
選
択
し
実
際
に
雇
用
さ
れ
る
た
め
に
必

要
な
施
策
や
政
策
に
つ
い
て
は
、

　

①
企
業
の
人
的
資
源
管
理
と
し
て
、
高
い

職
務
能
力
を
体
得
し
、
六
〇
歳
を
超
え
て
も

第１表　分析結果の要約
〔1〕- 1
60 歳以降
就業希望あり
（全サンプル）

〔1〕- 2
60 歳以降
就業希望あり
（男性サンプル）

〔2〕
現企業での
就業希望
あり

〔3〕
現企業での
就業実現
可能性あり

〔4〕
現企業以外
での就業実
現可能性あり

企業属性 産業：卸売・小売業 ＋
産業：サービス業 ＋ ＋
産業：公共サービス業 － －
産業：公務 －
業況 =リストラあった － － － － －

個人属性 社会的活動 =している ＋
性別 =男性 － ＋
要介護者 =あり － －
健康状況 =不良 － －

職務上の特性 職位：係長 ＋
職位：部長 ＋
職位：役員 ＋ ＋ ＋
職務：専門・技術 ＋ ＋
職務：管理 ＋
職務：サービス －
職務：保安、運輸・通信 ＋ ＋
職務：生産技能 ＋
労働組合 =加入 ＋
転職経験 =3 回以上 － ＋
仕事経験：多職能型 ＋
職業タイプ：ジェネラリスト ＋
職業タイプ：スペシャリスト ＋
職業タイプ：職人タイプ ＋
組織とのつながり =強い ＋ ＋
自己啓発 =している ＋ ＋ － －

60 歳以降の就業 法改正による就業意識 =変化あり ＋
就業希望の理由 =収入を得るため ＋ ＋
就業希望の理由 =知識・技能の活
用 －
就業希望の理由 =健康のため ＋ ＋ ＋
希望する働き方 =これまでと同じ
仕事 ＋ ＋ ＋ ＋
希望する働き方 =知識経験が活か
せる仕事 ＋ ＋ ＋
収入へのこだわり =強い ＋ ＋ ＋
61 ～ 63 歳の短時間勤務希望 =あり －

老後の生活設計 生活設計 =既に目標達成 ＋
公的年金の受給金額 =知っている ＋
子供の養育等の費用 =必要あり －
住宅ローン =あり ＋

注：表中の＋（－）は、各要因が「就業希望」あるいは「就業実現可能性」に有意に正（負）の効果があることを示す。
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必
要
と
さ
れ
続
け
る
人
材
を
多
く
育
成
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
有
用
な

人
材
は
、
企
業
の
発
展
に
貢
献
す
る
人
材
で

も
あ
る
。
企
業
と
従
業
員
間
の
長
期
安
定
的

な
雇
用
関
係
の
な
か
で
、
一
貫
性
の
あ
る
人

的
資
源
管
理
を
施
し
、
計
画
的
、
意
図
的
に

従
業
員
一
人
ひ
と
り
の
能
力
育
成
を
行
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

②
企
業
は
従
業
員
に
対
し
て
、
自
身
の
能

力
の
棚
卸
し
や
長
期
的
観
点
で
職
業
人
生
と

老
後
を
含
む
経
済
生
活
の
設
計
図
を
描
く
よ

う
促
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

③
リ
ス
ト
ラ
の
よ
う
な
、
従
業
員
に
負
の

感
情
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
施
策
は
、
就
業
意

欲
を
減
退
さ
せ
る
。
企
業
は
、
従
業
員
心
理

を
念
頭
に
入
れ
た
人
的
資
源
管
理
を
行
っ
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

④
六
〇
歳
以
降
の
就
業
は
、
こ
れ
ま
で
の

職
業
キ
ャ
リ
ア
の
な
か
で
、
雇
用
・
不
雇
用

の
分
岐
点
の
根
幹
と
な
る
要
素
が
形
成
さ
れ

て
い
く
。
六
〇
歳
以
降
の
就
労
促
進
の
た
め

に
、
定
年
前
後
の
雇
用
管
理
だ
け
で
な
く
、

入
社
か
ら
定
年
時
に
至
る
従
業
員
の
キ
ャ
リ

ア
全
体
へ
の
目
配
り
が
企
業
の
人
的
資
源
管

理
に
求
め
ら
れ
る
。

　

⑤
老
親
へ
の
介
護
は
、
就
業
・
不
就
業
の

自
発
的
判
断
の
背
景
で
あ
り
、
雇
用
促
進
政

策
の
視
点
か
ら
も
、
介
護
問
題
に
何
ら
か
の

施
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

　　
（
３
）「
第
３
章　

在
職
老
齢
年
金
、高
年
齢

雇
用
継
続
給
付
が
高
齢
者
の
継
続
雇
用
希
望

に
及
ぼ
す
影
響
」

　

本
章
は
、
よ
り
新
し
い
時
点
の
デ
ー
タ
に

よ
り
、
現
行
制
度
下
に
お
い
て
在
職
老
齢
年

金
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
が
男
性
高
齢
者

の
就
業
に
及
ぼ
す
影
響
を
求
め
た
も
の
で
あ

る
。

　

在
職
老
齢
年
金
が
高
齢
者
就
業
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
は
、
年
金
が
就
業
選
択
に
影

響
を
及
ぼ
す
一
方
で
就
業
に
伴
い
年
金
が
減

額
さ
れ
る
と
い
う
相
互
依
存
（
内
生
性
）
の

問
題
が
あ
る
。
こ
う
し
た
内
生
性
に
対
処
す

る
た
め
の
先
行
研
究
に
な
ら
い
、
実
際
の
年

金
額
（
在
職
老
齢
年
金
）
と
就
業
に
伴
う
減

額
前
の
年
金
額
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
等

を
説
明
変
数
と
す
る
留
保
賃
金
関
数
と
賃
金
、

留
保
賃
金
等
を
説
明
変
数
と
す
る
就
業
関
数

の
推
計
を
行
っ
た
。
デ
ー
タ
は
、
労
働
政
策

研
究
・
研
修
機
構
「
六
〇
歳
以
降
の
継
続
雇

用
と
職
業
生
活
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」（
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
り
、
男
性
高
齢

者
の
継
続
雇
用
希
望
選
択
を
分
析
対
象
と
し

た
。
分
析
結
果
に
基
づ
き
、
仮
に
最
近
の
制

度
改
定
が
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
の
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
最
近
の
制
度
改
定

の
影
響
を
推
計
し
た
。

　

分
析
結
果
を
み
る
と
、
留
保
賃
金
に
対
し

て
、
減
額
前
の
年
金
の
係
数
は
正
、
在
職
老

齢
年
金
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の
係
数
は

負
で
有
意
、
ま
た
、
継
続
雇
用
希
望
に
対
し

て
、
賃
金
・
留
保
賃
金
差
の
係
数
は
正
で
有

意
で
あ
り
、
係
数
の
符
号
は
理
論
的
想
定
の

と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
、

減
額
前
年
金
、
在
職
老
齢
年
金
、
高
年
齢
雇

用
継
続
給
付
に
対
す
る
継
続
雇
用
希
望
の
弾

力
性
と
変
化
幅（
い
ず
れ
も
平
均
値
で
評
価
）

を
求
め
る
と
、
減
額
前
年
金
で
負
、
在
職
老

齢
年
金
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
で
正
で
あ

り
、
理
論
的
想
定
の
と
お
り
で
あ
る
。
弾
力

性
、
変
化
幅
の
絶
対
値
で
は
、
減
額
前
の
年

金
が
大
き
く
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
は
在

職
老
齢
年
金
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、

在
職
老
齢
年
金
と
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
を

合
わ
せ
る
と
減
額
前
の
年
金
に
近
く
、
減
額

前
の
年
金
の
影
響
を
か
な
り
相
殺
し
て
い
る

（
第
２
表
）。

　

本
稿
の
推
定
結
果
に
基
づ
く
個
々
の
サ
ン

プ
ル
に
つ
い
て
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

れ
ば
、

　

①
六
〇
歳
代
前
半
の
在
職
老
齢
年
金
の
二

〇
〇
五
年
度

か
ら
の
就
業

に
伴
う
年
金

一
律
二
割
減

額
の
廃
止
に

よ
り
、
継
続

雇
用
希
望
率

が
〇
・
三
％

ポ
イ
ン
ト
上

昇
す
る
効
果

が
あ
っ
た
と

推
計
さ
れ
る
。

　

②
六
〇
歳

代
後
半
に
つ

い
て
六
〇
歳

代
前
半
と
の

制
度
の
相
違
の
影
響
を
求
め
る
と
、
六
〇
歳

代
後
半
の
就
業
希
望
に
つ
い
て
は
、
六
〇
歳

代
前
半
に
比
べ
て
、
年
金
減
額
が
緩
く
在
職

老
齢
年
金
額
が
高
い
こ
と
が
七
・
〇
％
ポ
イ

ン
ト
高
め
る
一
方
、
減
額
前
年
金
額
の
高
さ

が
二
・
一
％
ポ
イ
ン
ト
低
め
、
高
年
齢
雇
用

継
続
給
付
の
な
い
こ
と
が
一
・
五
％
ポ
イ
ン

ト
低
下
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
推
計
さ
れ
る
。

　

本
分
析
か
ら
は
、
現
行
制
度
下
、
在
職
老

齢
年
金
と
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の
効
果
で
、

近
年
、
年
金
の
就
業
に
対
す
る
抑
制
的
影
響

は
小
さ
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

　
（
４
）「
第
４
章　

高
齢
期
夫
の
就
労
が
妻

の
労
働
供
給
を
抑
制
し
て
い
る
か
」

　

高
齢
者
の
就
業
機
会
を
増
や
す
こ
と
は
重

要
な
政
策
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
妻

の
労
働
供
給
が
高
齢
者
夫
の
就
業
率
又
は
収

入
と
の
間
に
負
の
相
関
関
係
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
た
と
え
、
高
齢
者
男
性
の
就
業
率
を
政

策
の
狙
い
通
り
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
と
し
て

も
、
高
齢
者
女
性
の
就
業
率
が
低
下
す
る
た

め
、
高
齢
者
全
体
の
就
業
率
の
改
善
は
み
ら

れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
夫
の
状
況
を
中
心
に
、 

妻
の
就

業
状
態
等
も
調
べ
て
い
る
、
高
齢
・
障
害
者

雇
用
支
援
機
構
（（
財
）
高
年
齢
者
雇
用
開

発
協
会
）「
定
年
到
達
者
等
の
仕
事
と
生
活

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」（
二
〇
〇
二

年
）
を
用
い
て
、
六
〇
歳
代
の
高
齢
期
夫
の

就
業
率
や
稼
働
収
入
の
高
さ
が
、
そ
の
高
齢

期
妻
の
労
働
供
給
に
与
え
る
影
響
を
明
ら
か

に
し
た
。

　

実
証
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
主
な
結
果
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
高
齢
期
夫
の
就
業
確
率
は
、
妻
の
就
業

確
率
に
正
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

予
測
と
は
反
対
に
、
高
齢
期
夫
の
労
働
参
加

第２表　継続雇用希望率の弾力性と変化幅
弾力性 変化幅 (%)

減額前年金 -0.048 -0.035 

在職老齢年金 0.021 0.015 

高年齢雇用継続給付 0.022 0.016 

注：１． 変化幅は、説明変数の 1%増加による継続雇用希望率
の変化

　　２．数値は平均値で評価したもの
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は
、
妻
の
就
業
を
抑
制
す
る
よ
う
な
関
係
に

な
く
、
妻
の
労
働
供
給
を
促
す
効
果
を
も
ち
、

両
者
の
間
に
は
相
乗
効
果
が
み
ら
れ
る
。

　

②
高
齢
期
夫
の
稼
働
所
得
と
就
労
時
間
数

の
い
ず
れ
も
、
妻
の
労
働
供
給
に
有
意
な
影

響
を
与
え
て
い
な
い
。

　

③
妻
の
就
業
率
に
影
響
す
る
大
き
な
要
因

は
、
妻
自
身
の
年
齢
、
健
康
要
因
、
住
宅
ロ

ー
ン
の
有
無
、
夫
の
退
職
一
時
金
の
多
寡
で

あ
る
。

　
（
５
）「
第
５
章　

高
齢
者
継
続
雇
用
の
実

態
と
課
題
」

　

本
章
で
は
、
既
存
の
各
種
調
査
結
果
を
踏

ま
え
、
高
齢
者
継
続
雇
用
の
現
況
に
つ
き
、

雇
用
内
容
の
質
的
側
面
の
改
善
を
中
心
と
し

て
考
察
を
行
っ
た
。
量
・
質
あ
い
ま
っ
た
継

続
雇
用
の
進
展
に
は
、
労
働
生
産
性
の
向
上

が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
モ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ
プ
、

仕
事
の
開
発
、
能
力
開
発
、
処
遇
の
見
直
し

が
重
要
な
こ
と
を
論
じ
た
。

　

高
齢
者
継
続
雇
用
の
現
況
は
、
①
量
的
側

面
は
着
実
に
進
展
し
て
い
る
（
定
年
到
達
者

の
う
ち
継
続
雇
用
さ
れ
る
予
定
者
の
割
合
は
、

二
〇
〇
五
年
の
四
八
・
四
％
か
ら
二
〇
〇
七

年
七
六
・
七
％
へ
と
大
幅
に
増
加
）
が
、
②

質
的
側
面
で
は
、
雇
用
継
続
後
の
仕
事
内
容

は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
、
賃
金
・
賞
与
、

雇
用
形
態
、
格
付
け
等
は
大
き
く
変
化
し
て

お
り
、
賃
金
面
を
中
心
に
課
題
が
残
る
。

　

企
業
が
高
齢
者
の
一
層
の
活
用
を
図
る
た

め
に
は
、
高
齢
期
で
の
賃
金
と
労
働
生
産
性

の
乖
離
を
縮
小
す

る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
の
課
題

（
モ
ラ
ー
ル
・
ア

ッ
プ
、
仕
事
の
開

発
、
能
力
開
発
、

処
遇
の
見
直
し
）

ご
と
に
企
業
の
見

方
・
対
応
と
解
決

策
を
整
理
す
る
と
、

以
下
の
と
お
り
と

い
え
る
。

　

①
高
齢
者
の
モ

ラ
ー
ル
・
ア
ッ

プ
：
企
業
の
高
齢

者
に
対
す
る
評
価

は
厳
し
い
。
仕
事

能
力
の
低
下
が
、

高
齢
期
に
お
け
る

や
る
気
の
出
る
職

務
の
設
定
が
困
難

で
あ
り
、
そ
の
た

め
五
五
歳
前
後
で

定
年
前
後
の
目
標

を
見
失
う
こ
と
に

よ
り
発
生
す
る
と

す
る
な
ら
ば
、
問

題
解
決
の
た
め
に

は
、
し
か
る
べ
き

時
期
か
ら
、
や
る

気
の
出
る
（
高
齢

期
の
）
継
続
雇
用

職
務
の
目
標
の
設
定
が
必
要
で
あ
る
。

　

②
仕
事
の
開
発
：
企
業
で
は
高
齢
者
に
適

し
た
仕
事
の
開
発
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
。

「
高
年
齢
社
員
の
担
当
す
る
仕
事
を
自
社
内

に
確
保
す
る
の
が
難
し
い
」
と
答
え
る
社
が

多
い
。
解
決
策
と
し
て
は
、
高
齢
者
の
特
性

を
踏
ま
え
た
仕
事
の
開
発
で
あ
る
。
高
齢
者

に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
は
多
い
。
例
え
ば
、
後

輩
に
教
え
た
い
と
い
う
意
欲
を
活
か
し
た

「
教
え
る
仕
事
」
や
、
相
手
に
喜
ん
で
も
ら

い
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
活
か
し
た
「
個
人

向
け
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
の
職
務
の
開
発
が
考

え
ら
れ
る
。

　

③
高
齢
者
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
：
中

高
年
労
働
者
の
教
育
訓
練
の
必
要
性
に
対
す

る
企
業
の
認
識
は
低
い
。
解
決
策
と
し
て
は
、

雇
用
期
間
の
長
期
化
で
、
職
業
訓
練
費
用
の

回
収
も
し
や
す
く
な
る
。
ま
た
、
高
齢
者
の

機
能
・
特
性
を
踏
ま
え
た
訓
練
を
工
夫
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

④
処
遇
の
見
直
し
（
賃
金
水
準
、
賃
金
の

個
人
差
な
ど
）
：
六
〇
歳
以
降
の
処
遇
の
見

直
し
状
況
に
つ
い
て
、
六
〇
歳
定
年
後
の
継

続
雇
用
は
、
現
状
で
は
正
社
員
・
正
職
員
で

な
い
雇
用
形
態
を
取
る
場
合
が
多
い
。
改
正

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
施
行
後
に
お
け
る
、

継
続
雇
用
の
進
展
は
、
必
ず
し
も
賃
金
水
準

の
改
善
を
伴
っ
て
お
ら
ず
、
高
齢
継
続
雇
用

従
業
員
の
五
五
〜
五
九
歳
層
に
比
べ
た
賃
金

低
下
の
状
況
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。

解
決
策
と
し
て
は
、
個
々
人
の
能
力
・
適
性

を
評
価
し
た
処
遇
の
見
直
し
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
解
決
策
に
よ
り
、
生
産
性
の
向

上
、
質
の
高
い
継
続
雇
用
の
実
現
を
図
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
高
齢
者
の
能
力

開
発
（
継
続
雇
用
を
見
据
え
そ
の
準
備
段
階

の
四
〇
歳
代
、
五
〇
歳
代
で
の
能
力
開
発
が

重
要
）
や
モ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ
プ
対
策
の
研
究

第３表　高年齢従業員を対象とした人事管理上の取組み ( 類型別、％）

資料出所：労働政策研究・研修機構「高年齢者の継続雇用の実態に関する調査」(2006 年）個票より作成
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が
大
変
重
要
で
あ
る
。

　
（
６
）「
第
６
章　

高
齢
者
就
業
の
促
進
に

向
け
た
継
続
雇
用
の
枠
組
み
が
機
能
す
る
要

件
」

　

本
章
で
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

「
高
年
齢
者
の
継
続
雇
用
の
実
態
に
関
す
る

調
査
」（
二
〇
〇
六
年
）
を
用
い
て
、
継
続

雇
用
制
度
の
対
象
範
囲
と
対
象
者
の
処
遇
水

準
（
年
収
水
準
）
か
ら
、
継
続
雇
用
に
関
す

る
企
業
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
回
答
し
た
企
業

を
六
つ
の
類
型
（
対
象
範
囲
限
定
・
非
限
定

×
高
処
遇
・
中
処
遇
・
低
処
遇
）
に
分
類
し

た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
該
当
す
る

企
業
の
高
年
齢
従
業
員
を
対
象
と
し
た
人
事

管
理
の
内
容
と
、
高
年
齢
者
従
業
員
に
対
す

る
認
識
・
評
価
を
見
る
こ
と
で
、
高
齢
者
の

就
業
を
促
進
す
る
継
続
雇
用
制
度
の
枠
組
み

が
ど
の
よ
う
な
要
因
に
支
え
ら
れ
る
の
か
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

　

分
析
の
結
果
、
継
続
雇
用
の
対
象
者
を
限

定
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
他
企
業
よ
り
も
高

い
処
遇
で
雇
用
し
よ
う
と
い
う
企
業
は
、
設

備
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
の
作
業
環
境
の
整
備

や
、
健
康
状
態
の

改
善
に
む
け
た
取

組
み
を
よ
り
進
め

て
い
る
企
業
で
あ

っ
た
（
第
３
表
）。

　

企
業
は
、
高
年

齢
従
業
員
に
十
分

に
活
躍
し
て
も
ら

う
こ
と
を
目
的
に

こ
う
し
た
取
り
組

み
を
進
め
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
一
方
、
高
齢

従
業
員
に
対
す
る

認
識
・
評
価
は
、

継
続
雇
用
制
度
の

枠
組
み
に
は
さ
ほ

ど
影
響
を
与
え
て

い
る
と
は
見
ら
れ

て
い
な
い
。

　

た
だ
、
こ
こ
で

の
分
析
は
、
ク
ロ

ス
表
で
の
分
析
で

あ
り
、
さ
ら
に
詳

細
な
検
証
が
必
要

で
あ
る
。

　
（
７
）「
第
７
章　

就
業
条
件
の
変
化
が
高

年
齢
者
の
継
続
雇
用
に
与
え
る
影
響―

従
業

員
調
査
に
基
づ
く
大
幅
な
賃
金
・
年
収
水
準

引
き
下
げ
効
果
の
測
定
」

　

高
年
齢
者
の
同
一
企
業
に
お
け
る
継
続
雇

用
は
、
企
業
内
で
蓄
積
さ
れ
た
人
的
資
本
の

活
用
等
の
観
点
か
ら
、
高
齢
期
に
お
け
る
望

ま
し
い
就
業
の
あ
り
方
の
一
つ
で
あ
る
。
改

正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
は
継
続
雇
用
を
促

進
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
際
、
雇
用
と
年
金
の
「
接
続
」
が

ど
れ
だ
け
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
か
が
重
要

な
評
価
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

　

本
章
で
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

「
六
〇
歳
以
降
の
継
続
雇
用
と
職
業
生
活
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」（
二
〇
〇
七
年
）

を
用
い
、
継
続
雇
用
制
度
（
再
雇
用
・
勤
務

延
長
制
度
）
の
あ
る
企
業
に
現
在
勤
務
中
の

男
性
（
五
七―

五
九
歳
）
を
対
象
に
、
従
業

員
側
か
ら
高
齢
期
に
お
け
る
賃
金
低
下
・
段

第４表　多項ロジットモデル推計結果 ( 年収水準モデル、限界効果）
引退 同一企業継続雇用 他企業再就職

dy/dx [Std. Err.] dy/dx [Std. Err.] dy/dx [Std. Err.]
有配偶者 0.002 [0.025 ] -0.015 [0.038 ] 0.012 [0.029 ]
経済的非自立な子ども有り -0.021 [0.014 ] 0.002 [0.021 ] 0.019 [0.016 ]
要介護者有り 0.010 [0.018 ] -0.043 [0.027 ] 0.032 [0.021 ]
健康状態（あまり）良くない 0.099 [0.029 ] *** -0.111 [0.035 ] *** 0.012 [0.023 ]
持ち家 0.003 [0.024 ] -0.002 [0.036 ] -0.001 [0.027 ]
現在勤務地が東京 -0.048 [0.014 ] *** 0.049 [0.024 ] ** -0.001 [0.020 ]
最終学歴：高卒 -0.031 [0.026 ] 0.047 [0.040 ] -0.017 [0.032 ]
最終学歴：短大・高専卒 -0.006 [0.035 ] 0.038 [0.048 ] -0.032 [0.033 ]
最終学歴：大卒・院卒 -0.016 [0.028 ] 0.015 [0.044 ] 0.001 [0.035 ]
勤続年数 0.001 [0.001 ] 0.001 [0.001 ] -0.002 [0.001 ] *
予想年収水準：8－ 9割 0.019 [0.036 ] -0.148 [0.085 ] * 0.129 [0.087 ]
予想年収水準：6－ 7割 -0.001 [0.029 ] -0.127 [0.066 ] * 0.128 [0.065 ] **
予想年収水準：4－ 5割 -0.023 [0.027 ] -0.171 [0.079 ] ** 0.194 [0.080 ] **
予想年収水準：3割以下 -0.006 [0.036 ] -0.350 [0.125 ] *** 0.356 [0.137 ] ***
最長経験分野：管理・経営 0.038 [0.034 ] -0.018 [0.041 ] -0.020 [0.025 ]
最長経験分野：法務・経理 0.003 [0.037 ] 0.058 [0.044 ] -0.061 [0.023 ] ***
最長経験分野：総務・秘書 0.083 [0.058 ] -0.106 [0.070 ] 0.023 [0.047 ]
最長経験分野：情報システム 0.007 [0.052 ] -0.118 [0.088 ] 0.112 [0.077 ]
最長経験分野：営業・販売 0.059 [0.030 ] ** -0.051 [0.036 ] -0.008 [0.023 ]
最長経験分野：購買・物流 0.047 [0.048 ] -0.042 [0.057 ] -0.006 [0.035 ]
最長経験分野：研究・開発 0.010 [0.035 ] -0.014 [0.046 ] 0.004 [0.031 ]
最長経験分野：その他 -0.006 [0.025 ] 0.022 [0.035 ] -0.016 [0.025 ]
従業員数：300 － 499 人 0.015 [0.036 ] 0.050 [0.044 ] -0.065 [0.026 ] **
従業員数：500 － 999 人 -0.011 [0.033 ] 0.099 [0.042 ] ** -0.088 [0.026 ] ***
従業員数：1000 － 2999 人 0.039 [0.045 ] 0.024 [0.050 ] -0.063 [0.023 ] ***
従業員数：3000 人以上 0.023 [0.050 ] 0.043 [0.054 ] -0.067 [0.021 ] ***
入社経緯：中途入社 0.011 [0.018 ] -0.040 [0.028 ] 0.029 [0.021 ]
入社経緯：出向転籍 0.027 [0.038 ] 0.005 [0.046 ] -0.033 [0.028 ]
正社員希望だが可能性低い 0.008 [0.028 ] 0.005 [0.039 ] -0.013 [0.029 ]
正社員以外希望で可能性高い 0.067 [0.036 ] * -0.051 [0.044 ] -0.016 [0.028 ]
正社員以外希望だが形態一致せず 0.116 [0.076 ] -0.180 [0.088 ] ** 0.064 [0.059 ]
正社員希望に関するその他 0.168 [0.138 ] -0.169 [0.140 ] 0.001 [0.068 ]
フルタイム希望だが可能性低い 0.031 [0.050 ] 0.019 [0.056 ] -0.049 [0.026 ] *
フルタイム以外希望で可能性高い 0.043 [0.046 ] 0.007 [0.051 ] -0.050 [0.024 ] **
フルタイム以外希望だが形態一致せず 0.086 [0.044 ] ** -0.101 [0.050 ] ** 0.015 [0.029 ]
フルタイム希望に関するその他 -0.067 [0.019 ] *** 0.130 [0.041 ] *** -0.063 [0.035 ] *
同一勤務場所希望だが可能性低い 0.007 [0.053 ] -0.062 [0.091 ] 0.055 [0.081 ]
他勤務場所希望で可能性高い -0.005 [0.033 ] -0.057 [0.051 ] 0.062 [0.041 ]
他勤務場所希望だが形態一致せず -0.009 [0.030 ] -0.122 [0.053 ] ** 0.131 [0.049 ] ***
勤務場所希望に関するその他 0.011 [0.043 ] -0.208 [0.080 ] *** 0.197 [0.077 ] **
同じ仕事内容希望だが可能性低い 0.028 [0.033 ] -0.002 [0.040 ] -0.026 [0.025 ]
異なる仕事内容で可能性高い 0.006 [0.026 ] -0.152 [0.052 ] *** 0.146 [0.048 ] ***
異なる仕事内容希望だが同じ可能性高い 0.031 [0.036 ] -0.181 [0.061 ] *** 0.150 [0.054 ] ***
仕事内容に関するその他 0.032 [0.060 ] -0.133 [0.092 ] 0.102 [0.079 ]
企業年金無し -0.019 [0.024 ] -0.048 [0.048 ] 0.067 [0.043 ]

Pseudo R2   0.1504
Log liklihood -809.8928

N 1356
各選択肢の割合（N＝ 1.00） 0.077 0.825 0.098 

資料出所：労働政策研究・研修機構「60 歳以降の継続雇用と職業生活に関する調査」(2007 年）個票より作成
注：１． 被説明変数の選択肢は、同一企業での継続雇用を希望するのか、他企業での再就職を希望するのか、引退を希

望するのか
　　２．***、**、* はそれぞれ1％、5％、10%水準で有意であることを示す。
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階
的
引
退
可
能
性
と
継
続
就
業
に
関
し
て
、

①
継
続
雇
用
時
に
賃
金
・
年
収
水
準
を
大
幅

に
引
き
下
げ
ら
れ
る
可
能
性
の
高
い
従
業
員

は
継
続
雇
用
を
希
望
し
て
い
な
い
の
か
ど
う

か
、
②
継
続
雇
用
を
望
ん
で
い
な
い
従
業
員

は
引
退
を
希
望
し
て
い
る
の
か
、
別
の
企
業

で
再
就
職
を
希
望
し
て
い
る
の
か
、③
賃
金
・

年
収
水
準
低
下
以
外
の
継
続
雇
用
時
の
就
業

条
件
に
も
継
続
就
業
を
阻
む
要
素
は
あ
る
の

か
、
の
三
つ
の
課
題
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ

た
（
ク
ロ
ス
集
計
と
回
帰
分
析
）。

　

多
項
ロ
ジ
ッ
ト
モ
デ
ル
分
析
の
結
果
、
以

下
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
第
４
表
）。

　

①
予
想
年
収
水
準
が
低
い
と
同
一
企
業
へ

の
継
続
雇
用
を
希
望
し
な
い
。

　

②
同
一
企
業
へ
の
継
続
雇
用
を
希
望
し
な

い
場
合
、
引
退
で
は
な
く
他
企
業
へ
の
再
就

職
を
希
望
す
る
。

　

③
賃
金
・
賞
与
だ
け
で
な
く
公
的
給
付（
在

職
老
齢
年
金
の
報
酬
比
例
部
分
や
高
年
齢
雇

用
継
続
給
付
等
）
を
含
め
た
年
収
が
、
継
続

雇
用
の
希
望
の
選
択
に
関
し
、
よ
り
大
き
な

影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。

　

④
「
就
業
形
態
（
従
業
上
の
地
位
）」、「
勤

務
形
態
（
労
働
時
間
）」、「
勤
務
場
所
」、「
仕

事
内
容
」
な
ど
の
賃
金
・
賞
与
以
外
の
就
業

条
件
も
継
続
雇
用
希
望
確
率
に
影
響
を
与
え

て
い
る
。
正
社
員
以
外
希
望
、
フ
ル
タ
イ
ム

以
外
希
望
、
他
勤
務
場
所
希
望
で
、
そ
の
形

態
が
一
致
し
て
い
な
い
と
同
一
企
業
へ
の
継

続
雇
用
を
選
択
す
る
確
率
は
下
が
る
。
と
く

に
フ
ル
タ
イ
ム
以
外
希
望
者
で
勤
務
形
態
が

一
致
し
な
い
場
合
、
定
年
到
達
後
に
引
退
を

選
択
す
る
確
率
が
高
ま
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
企
業
の
年
収
・
賃
金
水
準

の
大
幅
な
引
き
下
げ
に
よ
り
、
高
年
齢
者
は

継
続
雇
用
を
希
望
し
な
く
な
る
が
、
引
退
で

な
く
他
企
業
で
の
再
就
職
を
希
望
す
る
。

　

分
析
結
果
の
留
保
と
し
て
、
①
年
収
・
賃

金
水
準
の
引
き
下
げ
は
労
働
者
本
人
の
現
時

点
で
の
予
想
で
あ
り
、
実
際
に
は
予
想
以
上

の
引
き
下
げ
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
②
労

働
者
本
人
が
他
企
業
へ
の
再
就
職
を
希
望
し

て
も
、
再
就
職
先
が
見
つ
か
ら
ず
に
引
退
せ

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
雇
用
と
年
金
の
適
切
な
接
続
と
い

っ
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
改
正
高
年
齢
者
雇

用
安
定
法
が
就
業
率
に
関
し
て
は
一
定
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
一
方
、
継
続
雇
用
時
の

賃
金
水
準
の
あ
り
方
等
は
将
来
的
な
所
得
保

障
上
の
課
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
（
本
格
的
な
問
題
と
な
る
の
は
、

定
額
部
分
の
受
給
開
始
年
齢
引
き
上
げ
が
完

了
し
、
報
酬
比
例
部
分
の
受
給
開
始
年
齢
引

き
上
げ
が
開
始
さ
れ
る
二
〇
一
三
年
以
降
）。

ま
た
、
フ
ル
タ
イ
ム
以
外
希
望
者
で
労
働
時

間
形
態
が
一
致
し
な
い
場
合
、
定
年
到
達
後

に
引
退
を
選
択
す
る
確
率
が
高
ま
る
の
で
、

高
齢
就
業
者
と
企
業
双
方
に
と
っ
て
望
ま
し

い
段
階
的
引
退
の
在
り
方
に
つ
い
て
分
析
す

る
必
要
が
あ
る
。

4.
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
分
析
結
果

か
ら
の
示
唆

　

以
上
の
分
析
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
高
齢

者
の
就
業
決
定
に
は
、

　

①
制
度
要
因
の
影
響
が
大
き
い
・
・
特
に

年
金
や
定
年
制
度
の
影
響
が
大
き
い
。

　

②
従
業
員
自
身
の
意
識
と
就
業
能
力
も
影

響
・
・
本
人
の
職
務
能
力
、
健
康
、
介
護
等

家
庭
事
情
の
他
、
本
人
の
就
業
希
望
（
個
人

の
事
情
・
能
力
特
性
も
関
連
）
が
あ
る
か
ど

う
か
も
影
響
し
て
い
る
。

　

③
企
業
の
人
事
労
務
管
理
の
影
響
も
大
き

い
・
・
継
続
雇
用
の
質
的
側
面
の
課
題
（
賃

金
・
年
収
が
大
幅
低
下
す
る
場
合
、
賃
金
・

年
収
以
外
の
就
業
条
件
は
希
望
と
一
致
し
な

い
場
合
）
継
続
雇
用
希
望
に
影
響
（
労
働
者

は
継
続
雇
用
を
希
望
せ
ず
）
し
て
い
る
。
ま

た
、
リ
ス
ト
ラ
は
就
業
意
欲
を
減
退
さ
せ
る
。

　

④
六
〇
歳
以
前
の
働
き
方
の
状
況
が
影
響

（
企
業
、
労
働
者
の
双
方
の
対
応
）・
・
就

業
の
自
己
選
別
、
雇
用
・
不
雇
用
の
分
析
点

は
こ
れ
ま
で
の
職
業
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
徐
々

に
形
成
さ
れ
る
こ
と
、
高
齢
者
は
こ
れ
ま
で

と
同
じ
仕
事
希
望
し
て
い
る
こ
と
、
五
五
歳

時
の
大
企
業
・
官
公
庁
と
小
企
業
就
業
が
六

〇
歳
以
上
の
就
業
に
プ
ラ
ス
（
中
企
業
に
比

べ
）

―

等
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

こ
の
た
め
、
就
業
行
動
に
中
立
的
、
就
業

意
欲
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
制
度
の
設
計
、

高
齢
者
の
就
業
能
力
向
上
支
援
、
就
業
可
能

な
環
境
整
備
（
・
支
援
）
が
求
め
ら
れ
る
他
、

企
業
も
、（
高
い
職
務
能
力
を
有
す
る
高
齢
者

の
活
用
は
企
業
の
発
展
に
も
資
す
る
も
の
で

あ
り
、）
長
期
的
視
点
（
入
社
時
か
ら
定
年
、

継
続
雇
用
時
）
に
立
ち
、
従
業
員
の
心
理
・

モ
ラ
ー
ル
を
考
慮
し
つ
つ
、
人
事
管
理
・
賃

金
・
処
遇
制
度
の
工
夫
や
人
材

育
成
を
行
う
と
と
も
に
、
高
齢

者
の
特
性
に
あ
っ
た
仕
事
・
就

業
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
就
業
者
自
身
も

職
業
生
涯
を
に
ら
ん
だ
キ
ャ
リ

ア
形
成
を
図
る
こ
と
も
求
め
ら

れ
る
。

〔
付
注
１
〕

「
高
齢
者
の
就
労
促
進
に
関
す
る
研

究
会
」
メ
ン
バ
ー

清
家
篤　

慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教

授
（
座
長
）　
〔
第
１
章
〕

岩
田
克
彦　

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
専
門
基
礎
学

科
教
授　
〔
第
５
章
〕

高
木
朋
代　

敬
愛
大
学
経
済
学
部
准
教
授　
〔
第
２
章
〕

山
田
篤
裕　

慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
准
教
授　
〔
第

７
章
〕

山
本
克
也　

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
社
会

保
障
基
礎
理
論
研
究
部
第
四
室
長

小
野
旭　

一
橋
大
学
名
誉
教
授
、
労
働
政
策
研
究
・
研

修
機
構
顧
問
（
前
理
事
長
）

浜
田
浩
児　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
副
所
長　
〔
第

３
章
〕

藤
井
宏
一　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
統
括
研
究
員

　
〔
序
章
〕

大
地
直
美　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
主
任
研
究
員

（
〜
平
成
一
九
年
八
月
）

堀
春
彦　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
副
主
任
研
究
員

周
燕
飛　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
研
究
員　
〔
第

４
章
〕

藤
本
真　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
研
究
員　
〔
第

５
章
〕

松
淵
厚
樹　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
主
任
調
査
員

（
〜
二
〇
〇
八
年
三
月
）

馬
欣
欣　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
臨
時
研
究
協
力

員　
〔
第
１
章
〕

（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

宮
野
甚
一　

厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
高
齢
・
障
害
者

雇
用
対
策
部
企
画
課
長
（
〜
二
〇
〇
七
年
八
月
）

長
門
利
明　

厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
高
齢
・
障
害
者

雇
用
対
策
部
企
画
課
長
（
二
〇
〇
七
年
八
月
〜
）

〔　

〕
は
、
中
間
報
告
書
執
筆
担
当
章


